
（単位：円）

左記差額 所 管 課施　設　名 使 用 料 の 内 容 使 用 料 の 区 分 8%
（平成２６年改正）

10%
（令和元年改正）

利用料（８時～１７時） 管理休憩所 510 520 10

利用料（１７時～２２時） 管理休憩所 1,020 1,040 20

利用料（宿泊） 管理休憩所 5,140 5,230 90

利用料 グラウンド 250 260 10

利用料 炭焼き窯 3,080 3,140 60

利用料 スポーツ用具・大人 300 310 10

庄内口ノ原ふれあい広場 庄内振興局地域振興課


